
   新 潟 県 柏 崎 市 男 女 共 同 参 画 推 進 条 例 施 行 規 則  

平 成 １ ９ 年 ３ 月 １ ５ 日  

規 則 第 １ ０ 号  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は ､柏 崎 市 男 女 共 同 参 画 推 進 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 条 例

第 １ ２ ９ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  

（ 苦 情 の 申 出 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ２ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 苦 情 の 申 出 （ 以 下 「 申 出 」

と い う 。） は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 苦 情 申 出 書 （ 別 記 第 １ 号

様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。 た だ し 、 市 長 が 当 該 申 出 書 の 提 出

が で き な い 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 口 頭 そ の 他 適 切 な

方 法 で 行 う こ と が で き る 。  

⑴  申 出 を す る 者 の 住 所 、 氏 名 及 び 電 話 番 号  

 ⑵  申 出 の 趣 旨  

 ⑶  申 出 の 理 由  

 ⑷  他 の 機 関 へ の 相 談 状 況 等  

⑸  申 出 年 月 日  

２  第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 申 出 を し よ う と す る と き は 、 市 長 は 、

そ の 陳 述 内 容 を 苦 情 申 出 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に 記 録 す る も の と

す る 。  

 （ 調 査 し な い 申 出 ）  

第 ３ 条  市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 項 に 係 る 申 出 に つ

い て は 、 調 査 し な い も の と す る 。  

 ⑴  裁 判 所 に お い て 係 争 中 の 事 案 又 は 既 に 裁 判 所 に お い て 判 決 等 の

あ っ た 事 案 に 関 す る 事 項  

 ⑵  行 政 庁 に お い て 不 服 申 立 て の 審 理 中 の 事 案 又 は 裁 決 等 の 確 定 し

て い る 事 案 に 関 す る 事 項  

 ⑶  雇 用 の 分 野 に お け る 男 女 の 均 等 な 機 会 及 び 待 遇 の 確 保 等 に 関 す

る 法 律 ( 昭 和 ４ ７ 年 法 律 第 １ １ ３ 号 ) 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 紛 争 に 係

る 事 案 に 関 す る 事 項  

⑷  議 会 に 請 願 又 は 陳 情 を 行 っ て い る 事 案 に 関 す る 事 項  



⑸  条 例 に 関 す る 事 項  

⑹  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 調 査 す る こ と が 適 当 で な

い と 認 め る 事 項  

 （ 申 出 の 処 理 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 申 出 の 対 応 策 を 決 定 し た 場 合 は 、 苦 情 の 申 出 に 対 す

る 回 答 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 、 そ の 結 果 を 申 出 者 に 通 知 す

る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 申 出 の 処 理 に お い て 必 要 と 認 め る と き は 、 申 出 に 係 る 施

策 を 行 う 市 の 機 関 に 対 し 、 関 係 資 料 の 提 出 又 は 説 明 を 求 め 、 迅 速

に 申 出 へ の 対 応 を 図 る も の と す る 。  

 （ 男 女 共 同 参 画 審 議 会 ）  

第 ５ 条  会 長 は 、 条 例 第 ２ ６ 条 の 柏 崎 市 男 女 共 同 参 画 審 議 会 （ 以 下

「 審 議 会 」 と い う 。） に お い て 必 要 と 認 め る と き は 、 関 係 者 の 出 席

を 求 め て そ の 意 見 を 聴 き 、 又 は 必 要 な 資 料 を 求 め る こ と が で き る 。  

２  会 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 審 議 会 に 部 会 を 置 く こ と が で き る 。  

⑴  部 会 は 、 会 長 が 指 名 す る 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  

⑵  部 会 に 部 会 長 を 置 き 、 部 会 の 委 員 の 互 選 に よ り 選 出 す る 。  

 （ 庶 務 ）  

第 ６ 条  条 例 第 ２ ５ 条 、 第 ２ ６ 条 及 び 第 ２ ７ 条 の 庶 務 は 、 市 民 生 活 部

男 女 共 同 参 画 室 に お い て 行 う 。  

 （ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

こ の 規 則 は ､平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



別記 
第１号様式（第３条関係） 

苦情申出書 
                                    年 月 日 
 柏崎市長     様 
 

          申出者 〒 
 
              住所 
 
              氏名 
 
              電話番号 
 
 柏崎市男女共同参画推進条例第２５条第１項の規定に基づき、次のとおり苦情の申出をしま

す。 

申出の趣旨 
(具体的な内容) 

 

申出の理由 
(内容と経緯) 

 

 

他の機関への相

談状況等 
(裁判所、議会

等) 

□相談している 
(相談機関) 
 
 
(相談内容) 

□相談していない 

備     考 
(メールアドレ

ス、連絡する時

間帯など) 

 

 
 



第２号様式(第５条関係) 
苦情の申出に対する回答書 

                                  年  月  日 
 
                   様 
 
                         柏崎市長           印 
 
 
 柏崎市男女共同参画推進条例第２５条第１項の規定に基づき申出のあった苦情に関し、市の対

応について次のとおり回答いたします。 

申出の趣旨 
(具体的な内容) 

 

調査の結果及び 
市の対応 

 

備      考 
 

 

 
 


